（参考様式第２６号）　（その２：向上活動支援についてのみ記載する場合）
農地・水保全管理支払交付金の実施に関する協定書
農地・水保全管理支払交付金実施要綱（平成23年４月１日付け22農振第2261号農林水産事務次官依命通知)に基づき、■■活動組織（以下「活動組織」という。）と■■町（以下「町」という。）（及び■■土地改良区（以下「土地改良区」という。））は、下記のとおり協定を締結する。
記
（目的）
第１条　この協定は、■■に存する水路・農道等の施設の長寿命化を図る活動が円滑に実施できるよう、その内容等について定めることを目的とする。
（協定期間）
第２条　向上活動支援に係る協定期間は、協定締結の日から平成■■年■月■日までとする。
（協定の対象となる区域及び施設）
第３条　向上活動支援に係る協定の対象となる区域及び施設は、別紙１「向上活動支援交付金に係る活動計画」の２の（１）から（３）に定めるとおりとする。
（実施計画）

第４条　活動組織が実施する向上活動支援に係る活動は、別紙１「向上活動支援交付金に係る活動計画」の２の（６）に定めるとおりとする。
（工事の施行に関する条件）

第５条　活動組織は、工事の施行に当たって、常に災害等の防止に努めるものとし、当該工事が原因で、第三者に損害を与え、若しくは与える恐れのあるときは、活動組織の負担において必要な措置を講ずるものとする。

２　町（又は土地改良区）が管理する施設に関し、活動組織が実施する工事によって生じた工作物等は、所要の手続きを経て、町（又は土地改良区）に無償で譲渡するものとする。
３　活動組織は、町（又は土地改良区）が管理する施設に関し、工事に当たって詳細な工事内容について町（又は土地改良区）に提出し、工事内容に変更が生じた場合には、あらかじめ、町（又は土地改良区）に協議し、その指示を受けるとともに、工事が完了したときには、町（又は土地改良区）にその旨を報告し、町（又は土地改良区）は書類確認を行うとともに、必要に応じて現地確認を行うものとする。
【その他】

（町（、土地改良区）の役割）
第６条　町（又は土地改良区）は、協定の対象区域において、活動組織が第４条に定める実施計画とは別に、次の事項を行う。
（１）■■活動組織が実施する活動に対する指導、助言等
（その他）

第７条　この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた場合には、町（又は土地改良区）と活動組織が協議をして定めるものとする。
上記協定の締結を証するため、町と（土地改良区及び）活動組織は、本書２通（３通）を作成し記名押印の上、それぞれ１通を保有するものとする。
平成■■年■月■日

■■活動組織

住　所　■■県■■町■■■■■■　■■－■

代　表　　■■　■■　　　印

■■町

住　所　■■県■■町■■■■■■　■■－■

町　長　　■■　■■　　　印

■■土地改良区

住　所　■■県■■町■■■■■■　■■－■

理事長　　■■　■■　　　印

（備考）　土地改良区の管理する施設を対象とする場合は、（　）の土地改良区に係る記述を記載して、市町村と土地改良区及び対象活動組織（集落）の三者の間での協定とする。
